
埼玉県語学指導助手受入れ活用連絡協議会補助金交付要綱 

 

  （趣旨） 

第１条  県は、埼玉県語学指導助手受入れ活用連絡協議会（以下「協議会」とい 

 う。）が行う、語学指導助手の受入れ等に係る事業に要する経費に対し、予算 

 の範囲内において補助金を交付する。 

２  前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和 40 

年埼玉県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱

の定めるところによる。 

 

  （補助対象経費） 

第２条  補助の対象となる経費は、協議会が行う、語学指導助手の受入れ等に係る 

事業に要する経費とし、補助額は知事が定める。 

 

  （申請書の様式等） 

第３条  規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第１号のとおりとする。 

２  前項の申請書の提出期限は、別に定める。 

 

  （交付決定通知書の様式等） 

第４条  規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式第２号のとおりとする。 

 

  （補助金の支払方法等） 

第５条  知事は、必要があると認めた場合には、第２条の補助金を概算払いにより 

支払うことができる。 

２  前項の補助金の概算払い請求書の様式は、様式第３号のとおりとする。 

 

  （状況報告） 

第６条  協議会は、知事の要求があった時は、補助事業の遂行状況について、当該 

要求にかかわる事項を書面で知事に報告しなければならない。 

 

  （実績報告書等） 

第７条  規則第１３条の実績報告書の様式は、様式第４号のとおりとする。 

２  前項の実績報告書の提出期限は、事業の完了後３０日以内とする。 

 

  （額の確定通知書の様式） 

第８条  規則第１４条の額の確定通知書の様式は、様式第５号のとおりとする。 

 

  （帳簿の整備） 

第９条  協議会は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿及び当該収 



入及び支出についての証拠書類を保管しておかなければならない。 

２  前項に規定する帳簿及び証拠書類は、事業完了の日の属する会計年度の翌会計 

年度から５年間保管しておかなければならない。 

 

      附  則 

  この要綱は、平成４年５月２７日から適用する。 

   附  則 

  この要綱は、令和３年４月１日から適用する。 

 

 



様式第１号（第３条関係） 

 

埼玉県語学指導助手受入れ活用連絡協議会補助金交付申請書 

 

 

埼 語 協 第   号  

令和  年  月  日  

 

 

 埼玉県知事        様 

 

 

 

埼玉県語学指導助手受入れ活用連絡協議会     

会  長                  

 

 

 

 下記により、語学指導助手の受入れ活用等に係る費用について補助金の交付を受

けたいので、補助金等の交付手続等に関する規則第４条の規定により関係書類を添

えて申請します。 

 

記 

 

１ 交付申請額  金           円 

 

２ 補助事業の名称 語学指導助手の受入れ活用等にかかる事業 

 

３ 補助事業の目的および内容 

 

４ 補助事業に関する事業計画書 

  別添のとおり 

 

５ 収支計算書 

  別添のとおり 

 



様式第２号（第４条関係） 

 

埼玉県語学指導助手受入れ活用連絡協議会補助金交付決定通知書 

 

国 際 第    号  

令和  年  月  日  

 

 埼玉県語学指導助手受入れ活用連絡協議会 

 会  長                  様 

 

 

 

埼玉県知事             

 

 

 

 令和  年  月  日付け埼語協第    号で申請のあった語学指導助手の

受入れ活用等に係る費用に対する補助金については、補助金等の交付手続等に関す

る規則第５条の規定により、下記のとおり交付する。 

 

記 

 

 

１ 交付決定額 金            円 

 

２ 支払方法 概算払い 

 

 



様式第３号（第５条関係） 

 

埼玉県語学指導助手受入れ活用連絡協議会補助金概算払請求書 

 

埼語協第    号  

令和  年  月  日  

 

 埼玉県知事        様 

 

 

 

埼玉県語学指導助手受入れ活用連絡協議会     

会  長                  

 

 

 

 令和  年  月  日付け国際第    号で交付決定通知のあった語学指導

助手の受入れ活用等に係る費用に対する補助金については、下記のとおり請求しま

す。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定額 金           円 

 

２ 今回請求額  金           円 

 

３ 残  額  金            円 

 

      

 



様式第４号（第７条関係） 

 

埼玉県語学指導助手受入れ活用連絡協議会補助金実績報告書 

 

 

埼 語 協 第   号  

令和  年  月  日  

 

 

 埼玉県知事        様 

 

 

埼玉県語学指導助手受入れ活用連絡協議会      

会 長                  

 

 

 令和  年  月  日付け国際第    号で交付決定通知のあった語学指導

助手の受入れ活用等に係る費用に対する補助金について、下記のとおり補助事業が

完了したので、補助金等の交付手続等に関する規則第１３条の規定により、関係書

類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 補助事業の名称 語学指導助手の受入れ活用等にかかる事業 

 

２ 交付決定額  金             円 

 

３ 補助事業の実施期間 令和  年  月  日から令和  年  月  日 

 

４ 補助事業の成果 別添のとおり 

 

５ 収支計算書  別添のとおり 

 

 



様式第５号（第８条関係） 

 

埼玉県語学指導助手受入れ活用連絡協議会補助金額確定通知書 

 

国 際 第   号  

令和  年  月  日  

  

 埼玉県語学指導助手受入れ活用連絡協議会  

   会  長               様 

 

 

 

埼玉県知事               

 

 

 

 令和  年  月  日付け国際第    号で交付決定通知をした語学指導助

手の受入れ活用等に係る費用に対する補助金については、下記のとおりその額を確

定する。 

 

記 

 

１ 交付決定額 金         円 

 

２ 交付確定額 金         円 


